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◯
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
研
修
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
五
号
の
特
例
を
定
め

る
件
（
平
成
二
年
法
務
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
の
表
の
法
別
表
第
一
の
四
の

表
の
研
修
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
の
項
（
以
下
「
研
修
の
項
」
と
い
う
。
）
の
下
欄
第
五
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
本
文
を
適
用

し
な
い
場
合
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を

行
っ
た
者
（
以
下
「
申
請
人
」
と
い
う
。
）
が
当
該
申
請
に
係
る
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。

一

申
請
人
が
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け
る
場
合

二

申
請
人
が
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け
る
場
合

三

申
請
人
が
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
石
油
開
発
技
術
セ
ン
タ
ー
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け
る
場
合

四

申
請
人
が
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
海
外
青
年
技
能
研
修
を
受
け
る
場
合

五

申
請
人
が
国
際
機
関
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け
る
場
合

六

申
請
人
が
我
が
国
の
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
我
が
国
の
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
我
が
国
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
特

別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
資
金
に
よ
り
主
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け
る
場
合
で
申
請
人

を
受
け
入
れ
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
（
以
下
「
受
入
れ
機
関
」
と
い
う
。
）
が
研
修
の
項
の
第
五
号
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
と
き
。

七

申
請
人
が
商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
二
章
の
商
工
会
議
所
又
は
商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
九

号
）
第
二
章
の
商
工
会(

以
下｢

商
工
会
議
所
等｣

と
い
う
。)

の
事
業
で
我
が
国
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政

法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
か
ら
資
金
そ
の
他
の
援
助
を
受
け
て
こ

れ
ら
の
指
導
の
下
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け
る
場
合
で
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。

イ

受
入
れ
機
関
が
当
該
商
工
会
議
所
等
又
は
当
該
商
工
会
議
所
等
の
会
員
で
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
研
修
が
当
該
商
工
会
議
所
等
の
監
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
商
工
会
議
所
等
の
役
員
で
当
該
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
も
の
が
、
当
該
商
工
会
議
所
等
以
外
の
受
入
れ
機
関
に
お
い
て

行
わ
れ
る
研
修
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
三
月
に
つ
き
少
な
く
と
も
一
回
監
査
を
行
い
そ
の
結
果
を
当
該
商
工
会
議
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
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る
地
方
入
国
管
理
局
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

受
入
れ
機
関
が
研
修
の
項
第
五
号
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

ホ

申
請
人
を
含
め
た
受
入
れ
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
研
修
生
の
人
数
が
当
該
機
関
の
常
勤
の
職
員
の
総
数
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
か

つ
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
総
数
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
人
数
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

受
入
れ
機
関
の
常
勤
の
職
員
の
総
数

研
修
生
の
人
数

二
百
一
人
以
上
三
百
人
以
下

十
五
人

百
一
人
以
上
二
百
人
以
下

十
人

五
十
一
人
以
上
百
人
以
下

六
人

五
十
人
以
下

三
人

八

申
請
人
が
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
の
中
小
企
業
団
体
の
事
業
で
我
が
国
の
国

若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
）
か
ら
資
金
そ
の
他
の
援
助
を
受
け
て
こ
れ
ら
の
指
導
の
下
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け
る
場
合

で
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。

イ

受
入
れ
機
関
が
当
該
団
体
又
は
当
該
団
体
の
組
合
員
若
し
く
は
会
員
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
研
修
が
当
該
団
体
の
監
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
団
体
の
役
員
で
当
該
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
も
の
が
、
当
該
団
体
以
外
の
受
入
れ
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
研
修
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
、
三
月
に
つ
き
少
な
く
と
も
一
回
監
査
を
行
い
そ
の
結
果
を
当
該
団
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
の
長
に
報

告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

受
入
れ
機
関
が
研
修
の
項
第
五
号
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

ホ

申
請
人
を
含
め
た
受
入
れ
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
研
修
生
の
人
数
が
当
該
機
関
の
常
勤
の
職
員
の
総
数
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
か

つ
、
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
総
数
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
人
数
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

八
の
二

申
請
人
が
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
章
の
職
業
訓
練
法
人
で
社
団
で
あ
る
も
の
の
事
業
で
我
が

国
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
か
ら
資
金
そ
の
他
の
援
助
を
受
け
て
こ
れ
ら
の
指
導
の
下
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け

る
場
合
で
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。

イ

受
入
れ
機
関
が
当
該
職
業
訓
練
法
人
又
は
当
該
職
業
訓
練
法
人
の
社
員
で
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
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条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
研
修
が
当
該
職
業
訓
練
法
人
の
監
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
職
業
訓
練
法
人
の
役
員
で
当
該
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
も
の
が
、
当
該
職
業
訓
練
法
人
以
外
の
受
入
れ
機
関
に
お
い
て

行
わ
れ
る
研
修
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
三
月
に
つ
き
少
な
く
と
も
一
回
監
査
を
行
い
そ
の
結
果
を
当
該
職
業
訓
練
法
人
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
地
方
入
国
管
理
局
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

受
入
れ
機
関
が
研
修
の
項
第
五
号
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

ホ

申
請
人
を
含
め
た
受
入
れ
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
研
修
生
の
人
数
が
当
該
機
関
の
常
勤
の
職
員
の
総
数
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
か

つ
、
第
七
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
総
数
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
人
数
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

九

申
請
人
が
開
発
途
上
国
に
対
す
る
農
業
技
術
協
力
を
目
的
と
す
る
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
又
は
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
章
の
農
業
協
同
組
合
（
以
下
「
公
益
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
事
業
で
我
が
国
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団

体
又
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
か

ら
資
金
そ
の
他
の
援
助
を
受
け
て
こ
れ
ら
の
指
導
の
下
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
を
受
け
る
場
合
で
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
と
き
。

イ

当
該
研
修
が
当
該
公
益
法
人
等
の
監
理
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

受
入
れ
機
関
が
当
該
公
益
法
人
等
又
は
農
業
を
営
む
機
関
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
研
修
が
農
業
協
同
組
合
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
農
業
を
営
む
機
関
が
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
公
益
法
人
等
の
役
員
で
当
該
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
も
の
が
、
当
該
公
益
法
人
等
以
外
の
受
入
れ
機
関
に
お
い
て
行
わ

れ
る
研
修
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
三
月
に
つ
き
少
な
く
と
も
一
回
監
査
を
行
い
そ
の
結
果
を
当
該
公
益
法
人
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方

入
国
管
理
局
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

受
入
れ
機
関
が
研
修
の
項
第
五
号
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

ホ

申
請
人
を
含
め
た
受
入
れ
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
研
修
生
の
人
数
が
二
人
以
内
で
あ
る
こ
と
。

十

申
請
人
が
平
成
元
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

元
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の

二
に
該
当
す
る
者
と
し
て
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
に
係
る
研
修
を
事
業
と
し
て
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
営
利
を
目
的
と
し
な
い
機
関
が

引
き
続
き
同
一
の
事
業
と
し
て
行
う
研
修
（
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
及
び
前
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
を
受
け
る
場
合
で
受
入
れ
機
関
が
研
修
の
項
の
第
五
号
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。

十
一

申
請
人
が
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
研
修
の
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在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
五
号
の
特
例
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
十
六
年
法
務
省
告
示
第
九
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
出
入

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
研
修
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
五
号
の
特
例
を
定
め
る
件
（
平
成

二
年
法
務
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号
）
第
九
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
が
承
認
し
た
研
修
を
受
け
る
場
合
で
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
と
き
。

イ

受
入
れ
機
関
が
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
中
小
企
業
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
研
修
を
事
業
と
し
て
行
う
本
邦
の
公
私
の
機
関
の
役
員
で
当
該
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
も
の
（
当
該
公
私
の
機
関
が
個

人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
個
人
）
が
、
当
該
研
修
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
三
月
に
つ
き
少
な
く
と
も
一
回
当
該
機
関
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
地
方
入
国
管
理
局
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

受
入
れ
機
関
が
研
修
の
項
第
五
号
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

ニ

申
請
人
を
含
め
た
受
入
れ
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
研
修
生
の
人
数
が
当
該
機
関
の
常
勤
の
職
員
の
総
数
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
か

つ
、
第
七
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
総
数
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
人
数
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

附

則
（
平
成
二
十
年
法
務
省
告
示
第
五
百
十
五
号
）
（
抄
）

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
研
修
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
五
号
の
特
例

を
定
め
る
件
第
九
号
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
に
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益

社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十

号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
又
は
特
例
財
団
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。


